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　清瀬の結核療養所で過ごした作家たちが書き遺したものから、当時
の病院街の興味深い姿が見えてきました。それをブログ 「ブンガくん
と文学散歩」でご紹介しています。

■ 目　次 ■
▶ぶんがくブログ はじまりはじまり
　序にかえて 「ブンガくん 樹の上の声をきく」
▶福永武彦(東京療養所) 編
　清瀬で書き上げた 「風土」、 そして 「草の花」 に見る東京療養所の日
　々
▶石田波郷 (東京療養所) 編
　故郷のようになつかしい 「清瀬村」、 そこでの療養の日々から生ま
　れた句集『惜命』 
▶吉行淳之介 (清瀬病院) 編
　入院中に芥川賞を受賞。翌年発表の小説「漂う部屋」に清瀬病院の
　日々を活写
▶郷静子 (東京療養所) 編
　のちの芥川賞作家が描く療養所の出会いと別れ、回復後の日々
▶結城昌治 (東京療養所) 編
　直木賞作家の若き日、 東京療養所での出会いから誕生した作家 「結
　城昌治」

きよせ結核療養文学ガイド

ブンガくんと文学散歩ブンガくんと文学散歩ブンガくんと文学散歩ブンガくんと文学散歩

　ブンガくんは中学生。樹の上の声に導かれて、清瀬の結
核療養文学と病院街の歴史に詳しくなっていきます。 
みなさんもぜひ、ブンガくんと文学散歩、ごいっしょに！

詳しくはこちら

ブンガくん 検索

　 　

　清瀬と結核のかかわりについて、 「市報きよせ」 の紙面でもあらた
めてお知らせしていこうと、令和4年4月、 コラム 「清瀬と結核」 の連
載を開始しました（各月1日号に掲載中。紙面の都合により掲載がな
い場合があります）。 これまで掲載した内容は次のとおりです。
▶第1話 清瀬市史 「結核療養編」 刊行決定! (令和4
　年4月1日号)
▶第2話 清瀬病院 開院前夜 (令和4年5月1日号)
▶第3話 清瀬病院の開院と拡張、 そして病院街の
　形成へ (令和4年6月1日号)
~病院街の形成~
▶第4話 ベトレヘムの園 (令和4年9月1日号)
▶第5話 東星学園 (令和4年10月1日号)
▶第6話 府立静和園 (令和4年11月1日号)
▶第7話 信愛病院（令和5年1月1日号）

市報１日号で
連載中！

【第1話掲載】病院街の
端緒を開いた「清瀬病
院」の記念碑

【第2話掲載】昭和4年の村会会議録 
当該議案の頁（左）。テーマ展示「結
核療養と清瀬」で公開した様子

【第4話】開院当時のベトレ
ヘムの園病院玄関（社会福
祉法人慈生会提供）

清 瀬清 瀬とと 結 核結 核 市ホームページで
詳しく公開中！

　清瀬市の南西部には、大きな病院が集まっている地域があります。通称「病院街」です。ここには現在、国立病院機構
東京病院、 結核予防会複十字病院、 信愛病院、 清瀬リハビリテーション病院、 竹丘病院、救世軍清瀬病院、ベトレヘムの
園病院、という7つの病院があり、いずれも始まりは結核専門の病院でした。
　昭和6(1931)年開院の東京府立清瀬病院に続いて周囲の雑木林を拓き次々に建てられた結核療養所群が 「病院街」 を形
成して以来、清瀬は結核医療の中心的な役割を果たしながら、その変遷を見続け、また、患者の療養生活を、回復者の社
会復帰への道のりを、 見守り続けてきました。
　近年、新型コロナウイルスの出現によって 「感染症」 という言葉が身近なものになりました。結核も結核菌による感染
症で、 空気感染する病気です。コロナ禍のいま、結核の歴史に学べることはないでしょうか。清瀬の地に刻まれた結核療
養の歴史をあらためてふり返ってみましょう 。 問市史編さん室☎042-497-1813

松井 颯
はやて

 投手
読売ジャイアンツ

がんばれ！
　12月15日、清瀬市出身で読売ジャイアンツに入団が決まった松井颯
投手が澁谷市長を表敬訪問しました。これからの活躍が期待されます。
■略歴
・2000年9月14日、清瀬市で生まれる。
・清瀬市立第四小学校2年時に「野塩フ
　ァイターズ」で野球を始める。
・清瀬市立第四中学校時代には「清瀬ポ
　ニー」でプレー。
・埼玉県の強豪・花咲徳栄高校に進学。
・高校3年夏には、背番号15で第100回
　全国高等学校野球選手権記念大会に出
　場。
・高校卒業後は明星大学に進学。首都大
　学野球連盟所属の硬式野球部に入
　部。
・2022年プロ野球ドラフト会議にて読
　売ジャイアンツから育成1位で指名を
　受ける。

松井投手のサイン色紙

市 報 き よ せ・ 市 ホ ー ム ペ ー ジ の市 報 き よ せ・ 市 ホ ー ム ペ ー ジ の
広 告 掲 載 業 務 取 り 扱 い 事 業 者広 告 掲 載 業 務 取 り 扱 い 事 業 者

　令和5年度の「市報きよせ」「市ホームページ」に掲載する広告枠の広
告掲載業務を取り扱う事業者を募集します。市ホームページから入札
参加資格・最低売却価格などをご確認のうえ、お申込
みください。【競争入札参加申請書類の提出】1月24日㈫
～30日㈪（これ以降のスケージュールは市ホームページ
を確認してください） 問シティプロモーション課プロモ
ーション係☎042-497-1808 詳しくはこちら

　市からのお知らせなどは、市公
式ホームページの他、ツイッター、
フェイスブックでも発信していま
す。
 問シティプロモーション課プロ
モーション係☎042-497-1808

清瀬市公式ＳＮＳをご利用ください

清瀬市公式
ツイッター

清瀬市公式
フェイスブック

　12月19日、今後の補助金の適
正化について、清瀬市補助金適正
化検討委員会から市長へ答申され
ました。市は、補助金の適正化に
取り組むため、委員会を設置し、
公募市民や学識経験者など10人
の委員により令和4年7月から12
月までの全8回にわたり検討・審
議を行ってきました。今後、市は
答申の内容を踏まえ、補助金の適
正化に取り組んでまいります。会

議録や答申書は市ホームページな
どを確認してください。
 問財政課財政係☎042-497-1810

　補助金適正化検討委員会が市長へ答申

星野委員長（右）と澁谷市長

▶清瀬と結核 その歴史と今
・「清瀬と結核 その歴史と今」清瀬が結核と向き合ってきた歴史の概要
・病院街の変遷、リハビリテーション学院、安眠ゾーン (「市史で候 五の巻」)
・「ここに清瀬病院ありき」 (「市史で候 四十六の巻」)
▶きよせ結核療養文学案内
　下記「きよせ結核療養文学ガイド ブンガくんと文学散歩」の記事参照。
▶市報きよせ連載コラム 「清瀬と結核」
　これまでの掲載分をまとめて公開しています。下記「清瀬と結核」の記事参照。
▶病院街情報を掲載した清瀬市の刊行物案内

市ホームページに 「清瀬
と結核」 と題するページ
を開設。関連する情報を
まとめてご覧いただける
ようになりました！

詳しくはこちら
https://www.city.kiyose.lg.jp/bun
kasportskankou/rekishi/1010361/
index.html

　12月19日、まちづくり委員会
から令和4年の市長への提言が手
渡されました。提言は「清瀬市ま
ちづくり基本条例に関する提案」
について審議されたもので、条例
の運用に関する提言と併せて手渡
されました。提言
内容など詳しくは、
市ホームページを
確認してください。

 問シティプロモーション課市民
協働係☎042-497-1803

詳しくはこちら

　まちづくり委員会が市長へ提言

右から関根副委員長、菊谷委員長、
澁谷市長

　 　

　総務省委託事業として全国の携帯ショップでマイナンバーカード・マ
イナポイント申請のサポートを行っています。カードの申請を希望され
る方には写真撮影などのサポートを実施します。また、マイナンバーカ
ードの申請書やスマートフォンをお持ちでない方でも申請が可能です

（すべて無料）。この機会にぜひご利用ください。
◆マイナンバーカードの申請から受け取りまでの流れ
①対象の携帯ショップで写真撮影
②約1か月半～2か月後、市から交付通知書（はがき）が届きます
③届いた交付通知書と本人確認書類を持参して本人が市役所本庁舎へ
 持個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書（個人番号通知カ
ードを切り離した残り部分、または市や国で発行した申請書）

【申請サポート期間】令和5年3月下旬まで
◆マイナポイントの申請
 持マイナンバーカード（4桁の暗証番号も必要）、ポイント付与を希望す
る決済サービスのIDなど（詳しくは右記へお問い合わせください）

【申請サポート期間】令和5年3月末まで

全国の携帯ショップでのマイナンバーカード・
マイナポイント申請サポート

携帯ショップでマイナンバーカード申請携帯ショップでマイナンバーカード申請

今なら手軽に！今なら手軽に！ マイナポイントの申請も！
マイナポイントの申請も！

【市内の実施店舗】auショップ清瀬（元町1-8-2）、ソフトバンク清瀬（元
町1-8-35）、ドコモショップ清瀬店（松山1-14-2）
※電話予約のうえご来店ください。定休日などは各店舗にお問い合わせ
ください。スマートフォンをお持ちでない方や他社のスマートフォンを
利用している方もお気軽に近くのショップにお越しください。
 問auショップ清瀬☎0800-700-0698、ソフトバンク清瀬☎042-492-
5104、ドコモショップ清瀬店☎0120-460-805　マイナポイントは、一人あたり最大2万円分受け取ることがで

きます。ぜひカードの取得を検討してください。ポイントの申
請期限は決まり次第、お知らせします。市役所本庁舎や携帯ショップで
申請のサポートを行っていますので、ぜひご利用ください。
 問市民課住民係☎042-497-2037または右記携帯ショップ

◆オンラインやまちなかの証明写真機、郵送のほか下記の場所でマ
　イナンバーカードの申請ができます
・市役所本庁舎1階市民課＝毎週土曜日午前9時15分～午後4時45分
　（午前11時45分～午後1時を除く）
・【５人以上の団体やグループ限定】任意の場所（諸条件あり。詳し
　くは市報きよせ令和4年11月15日号1面または市ホームページ参
　照）
※必要書類など詳しくは、市民課住民係☎042-497-2037にお問い
合わせいただくか、市ホームページを確認してください。

マイナポイントを受け取るための
マイナンバーカードの申請期限が
令和 5 年 2 月末までに延長されました


